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「
物
忘
れ
が
心
配
な
人
と
そ
の

家
族
の
た
め
の
研
修
会
」（
認
知

症
の
正
し
い
理
解
と
予
防
）
を

開
催

　

年
を
と
っ
て
か
ら
の
「
も
の
忘

れ
」
…
。
ど
こ
か
ら
が
病
気
な
の

か
と
、
不
安
を
お
持
ち
の
人
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
研
修
で

認
知
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
や

対
応
方
法
を
身
に
つ
け
、
不
安
の

解
消
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

時
間　

午
後
１
時
30
分
～

講
師　

妹
尾　

英
男　

氏
（
上
武

　

病
院
院
長
）

対
象　

市
内
在
住
の
人

費
用　

無
料

申
込　

８
月
10
日
㈬
か
ら
電
話
又

　

は
直
接
左
記
へ

★
介
護
い
き
が
い
課
☎
�
１
１
２

　

７

平
成
　
年
度
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
共
通
試
験
を
実
施
　

試
験
日　

11
月
13
日
㈰

会
場　

埼
玉
工
業
大
学
（
深
谷
市

　

普
済
寺
１
６
９
０
）

受
付
期
間　

８
月
22
日
㈪
～
９
月

　

30
日
㈮
（
土
・
日
・
祝
日
を
除

　

く
）

※
申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
８
月
22
日
㈪
か
ら
下
水
道
課
（
市

役
所
２
階
）
で
配
布
す
る
受
験
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
下
水
道
課
☎
�
１
１
４
６

精
神
保
健
相
談
・
ひ
き
こ
も
り

専
門
相
談
を
実
施

　

本
庄
保
健
所
で
は
、
精
神
的
な

病
気
や
悩
み
に
つ
い
て
は
精
神
科

医
に
よ
る
相
談
を
、
青
年
期
の
ひ

き
こ
も
り
に
つ
い
て
は
臨
床
心
理

士
に
よ
る
相
談
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

①
精
神
保
健
相
談

日
時　

８
月
22
日
㈪　

午
後
１
時
～

②
ひ
き
こ
も
り
専
門
相
談

日
時　

８
月
19
日
㈮
・
９
月
16
日

　

㈮　

午
後
１
時
30
分
～

＊
①
②
と
も
事
前
の
予
約
が
必
要

　

で
す
。
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　

は
左
記
へ

★
本
庄
保
健
所
保
健
予
防
推
進
担

　

当
☎
澤
６
４
８
１

“
地
域
の
医
療
と
健
康
を
考
え

る
会
「
講
演
会
」”
を
開
催

　

小
鹿
野
町
主
導
で
取
り
組
ま
れ

た
「
地
域
包
括
医
療
ケ
ア
」
と
は

何
か
、
そ
の
経
緯
、
現
状
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。

　

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い

く
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、

考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

日
時　

９
月
４
日
㈰　

午
後
２
時
～

　
５
時（
受
付　

午
後
１
時
40
分
～
）

会
場　

早
稲
田
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
・

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

　

３
階
レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム
Ⅰ

講
師　

関
口　

哲
夫　

氏
（
国
保

　

町
立
小
鹿
野
中
央
病
院
院
長
）

演
題　
「
私
た
ち
の
地
域
医
療
～

　

地
域
包
括
医
療
ケ
ア
～
」

対
象　

本
庄
市
又
は
児
玉
郡
内
在

　

住
・
在
勤
・
在
学
者

定
員　

１
０
０
人
程
度
（
多
数
の

　

場
合
抽
選
）

費
用　

無
料

申
込　

８
月
30
日
㈫
ま
で
に
住
所
・

　

氏
名
・
年
齢
・
連
絡
先
（
電
話

　

番
号
又
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）

　

を
明
記
の
う
え
、
フ
ァ
ッ
ク
ス

　

又
は
電
話
で
左
記
へ

★
㈶
本
庄
国
際
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク

   

研
究
推
進
機
構
☎
�
７
４
５
５
・

　

蕭
�
７
４
６
５

23

日　程 会　場

９月15日㈭ 児玉公民館

10月３日㈪ 本庄東公民館

11月７日㈪ 本庄南公民館

12月５日㈪ 旭公民館

※内容は各会場共通です。

お
知
ら
せ

　本庄市内の空間放射線量の測定について
　福島第一原子力発電所の事故では、大気中に大量の放射
性物質が拡散したことから、原発から遠く離れたところで
も比較的高い放射線量が今も計測されております。
　本庄市では、以前から水道水の検査を行っており、これ
まで放射性物質は不検出となっています。学校のプールか
らも放射性物質は不検出でした。
　現在、児玉郡市内の１市３町では、児玉郡市広域消防本
部の協力を得て、児玉郡市内の学校の校庭の空間放射線量
を週に１回計測しております。計測には、消防本部が被災
地支援の際に国から支給された簡易型の測定器を使用し、
本庄市では小学校 13 校の校庭において実施し、結果は市
のホームページ上で公開しております。
　これまでの計測結果ですが、毎時最小 0.01 ～最大 0.29
μＳ v であり、特に毎時 0.1 μＳ v 前後の値が最も多いです。
　なお、埼玉県が精度の高い測定器を使用して、県内
116 か所の学校の校庭などにおいて空間放射線量を計測
しましたが、そのうち本庄市内では 7 月 10 日に 4 か所
で計測が行われ、毎時 0.044 ～ 0.114 μＳ v という値が
出ました。最近では、個人が自己所有する簡易型測定器を
使って、各地の空間放射線量を調べ、インターネットに
掲載していますが、こちらでも本庄市内は毎時 0.1 μＳ v

前後が多いようです。
　問題はこのような数値をどう判断するかです。
　放射線については、特に小さなお子様を持つ保護者の
不安は当然のことと思います。また、インターネットや
雑誌には多くの不確かな情報も出回っており、その判断
には注意が必要です。
　インターネット上には、放射線防護、放射線影響の専門
家で構成する「日本保健物理学会」が監修する「専門家
が答える　暮らしの放射線Ｑ＆Ａ」というサイト（http://
radi-info.com/）があり、私が見たところでは、全国から
寄せられた放射線についての不安の声に的確に答え、信
頼のおける情報源と考えますので、ご参考にしていただ
ければと存じます。
　このサイトでの専門家の見地からは、現在本庄市内で
計測されている空間放射線量の数値は、一般的には問題
ないものと思われます。
　もちろん、放射線については常に「未知のものである」
という意識を持って、専門的見解を参照しつつ、防ぐこ
とに努めて行かねばなりません。市では今後とも計測を
継続し、より精度の高い測定器を導入し、情報提供に努
めつつ、皆様からの不安の声にお応えして参ります。　

　　　　　　　　　　　　　　　本庄市長



※
声
の
広
報
（
録
音
テ
ー
プ
）
の
貸
し
出
し
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
開
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

★
秘
書
広
報
課
☎
�
１
１
５
５

老人福祉センターつきみ荘の休館日　 　☎�３６９６
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪・29日㈪・９月５日㈪

余熱利用施設湯かっこの休館日　　 　　☎�８１２６
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪・29日㈪・９月５日㈪

ボートレース戸田（埼玉県都市競艇組合主催）開催日程
１日㈪～２日㈫、30日㈫～９月４日㈰

※本庄市は埼玉県都市競艇組合に加入しており、組合

からの配分金をさまざまな事業に活用しています。

今月の納税納付[納期限：８月31日㈬]
・市県民税　２期　　・国民健康保険税　２期
・介護保険料　２期　・後期高齢者医療保険料　２期

―市税夜間収納窓口のお知らせ―
日時　８月５日㈮・９月５日㈪　午後５時15分～７時
場所   ・市役所１階　　収納課☎�１１２０
　　　・総合支所１階　市民福祉課税務係
　　　　　　　　　　 ☎�１３３１（内線３２２）
※市役所へお越しの際は庁舎東側の夜間休日受付通用口
を、総合支所へお越しの際は正面玄関をご利用ください。

15 平成23年８月１日号

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら
ご

協
力
を

　

交
通
事
故
、
詐
欺
、
脅
迫
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や

検
察
庁
に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が

そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の
人

の
た
め
に
、
検
察
官
の
し
た
処
分

が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
機
関
と
し
て「
検
察
審
査
会
」

が
あ
り
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を

有
す
る
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」

で
選
ば
れ
た
11
人
の
審
査
員
が
こ

の
審
査
を
し
ま
す
。　
　
　
　
　

　

あ
な
た
も
い
つ
か
審
査
員
に
選

ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き

に
は
、
国
民
の
代
表
と
し
て
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
こ
の
制
度
を
紹
介
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

の
貸
し
出
し
も
行
っ
て
い
ま
す
。

★
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
熊
谷
支

　

部
内
熊
谷
検
察
審
査
会
事
務
局

　

☎
０
４
８
―
５
０
０
―
３
１
１

　

１
こ
こ
ろ
の
健
康
講
座
「
快
眠
セ

ミ
ナ
ー
～
本
庄
の
残
暑
、
ど
う

乗
り
切
る
？
～
」
を
開
催

日
時　

９
月
17
日
㈯　

午
後
５
時
～

　
７
時

講
師　

遠
藤　

拓
郎　

氏
（
ス
リ
ー

　

プ
ク
リ
ニ
ッ
ク
調
布
院
長
）　

会
場　

埼
玉
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
本

　

庄　
対
象　

関
心
の
あ
る
人

定
員　

１
０
０
人（
当
日
先
着
順
）

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

★
埼
玉
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
☎

　

０
４
８
―
７
２
３
―
５
３
３
１
、

　

市
障
害
福
祉
課
☎
�
１
１
２
５

「
第
　
回
本
庄
市
文
化
展
」
の

作
品
を
募
集

　

12
月
９
日
㈮
か
ら
11
日
㈰
ま
で
、

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル
で
開
催

す
る
「
第
19
回
本
庄
市
文
化
展
」

の
出
展
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
品
目　

絵
画
、
写
真
、
陶
芸
、

　

彫
塑
、
書
、
手
工
芸
（
パ
ッ
チ

　

ワ
ー
ク
、
刺し

し
ゅ
う繍
等
）、
木
工
芸
、

　

そ
の
他

※
募
集
品
目
に
よ
り
規
格
が
異
な

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
茂
木
（
☎

０
５
０
―
８
６
０
０
―
３
０
３
２
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
資
格　

市
内
又
は
市
内
近
郊

　

在
住
で
高
校
生
以
上
の
人

出
品
料　

８
５
０
円
（
１
人
１
点

　

の
み
）

搬
入
日
時　

12
月
８
日
㈭　

午
前

　

11
時
30
分
～

搬
入
場
所　

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー

　
ル

申
込　

８
月
20
日
㈯
ま
で
に
は
が

　

き
で
左
記
へ

申
込
先　

〒
３
６
７
―
０
０
０
２

　

本
庄
市
仁
手
２
６
１
―
１　

茂

　

木　

豊
章

※
締
切
ま
で
に
申
し
込
む
と
、
作

品
目
録
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

★
中
央
公
民
館
☎
澤
２
７
９
８

19 募

集

　東日本大震災で住宅や家財などに損害を受けた人は、雑損控除の適用により、所得税
の還付及び市・県民税の軽減が受けられる場合があります。この場合、平成22年分又は
平成23年分のいずれかの所得から、軽減を受けることができます。平成23年分で軽減
を受ける人は、来年申告してください。
　なお、その年の所得金額から控除しきれない控除額は、翌年以降５年間繰り越して、
各年の所得金額から控除できることになりました。
控除額　控除額は次の①②で計算した金額のうち、いずれか多い方です。
　①損害金額　－　保険金等で補てんされる金額　－　所得金額の１／10
　　　　　　　　　〈差引損失額〉
　②差引損失額のうち災害関連支出の金額　－　５万円
　※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用等です。
手続方法　次の書類を本庄税務署へ持参
　・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの　
　・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
　・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの 
　・市町村から交付された「り災証明書」 
　・所得税が還付となる人は、還付金振込先の金融機関名及び口座番号の分かるもの 
　・平成22年分の確定申告書の控え［申告が済んでいない場合は、所得金額や所得控除
　　額の分かる書類（源泉徴収票や社会保険料控除証明書など）］
＊詳しくは、本庄税務署（☎�２１１１）へお問い合わせください。
★課税課☎�１１２３

東日本大震災の損害に対する雑損控除の適用について


